
 

 

 

 

 

貸館等使用料見直し改定表 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸市 

  



１ 
 

瀬戸蔵 
施設の名称 現行額 見直し額 

つばきホール 

催物準備等のた

め使用する場合 

平日 

午前 9 時～12 時 3,240 3,630 

午後 13 時～17 時 4,920 5,510 

夜間 18 時～21 時 30 分 6,180 6,920 

全日 9 時～21 時 30 分 12,360 13,840 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 940 1,050 

12 時～13 時 1,250 1,400 

17 時～18 時 1,670 1,870 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
1,880 2,110 

土、

日、 

祝日 

午前 9 時～12 時 3,870 4,340 

午後 13 時～17 時 5,860 6,570 

夜間 18 時～21 時 30 分 7,330 8,210 

全日 9 時～21 時 30 分 14,770 16,540 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 1,150 1,290 

12 時～13 時 1,460 1,640 

17 時～18 時 1,990 2,220 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
2,200 2,460 

つばきホール 

その他の場合 

平日 

午前 9 時～12 時 10,680 11,960 

午後 13 時～17 時 16,020 17,950 

夜間 18 時～21 時 30 分 20,320 22,760 

全日 9 時～21 時 30 分 40,540 45,400 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 － － 

12 時～13 時 3,980 4,450 

17 時～18 時 5,440 6,100 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
6,070 6,800 

土、 

日、 

祝日 

午前 9 時～12 時 12,780 14,310 

午後 13 時～17 時 19,170 21,470 

夜間 18 時～21 時 30 分 24,300 27,220 

全日 9 時～21 時 30 分 48,610 54,440 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 － － 

12 時～13 時 4,810 5,390 

17 時～18 時 6,490 7,270 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
7,330 8,210 
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瀬戸蔵（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

楽屋１、２ 

午前 9 時～12 時 1,040 1,170 

午後 13 時～17 時 1,570 1,760 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,990 2,220 

全日 9 時～21 時 30 分 3,980 4,450 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 310 350 

12 時～13 時 410 460 

17 時～18 時 520 580 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
620 700 

リハーサル室 

午前 9 時～12 時 1,250 1,400 

午後 13 時～17 時 1,880 2,110 

夜間 18 時～21 時 30 分 2,410 2,690 

全日 9 時～21 時 30 分 4,810 5,390 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 410 460 

12 時～13 時 520 580 

17 時～18 時 620 700 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
730 820 

市民ギャラリー 

午前 9 時～12 時 1,670 1,870 

午後 13 時～17 時 2,510 2,810 

夜間 18 時～21 時 30 分 3,140 3,520 

全日 9 時～21 時 30 分 6,390 7,150 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 520 580 

12 時～13 時 620 700 

17 時～18 時 830 930 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
940 1,050 

多目的ホール 

全面 

午前 9 時～12 時 8,590 9,620 

午後 13 時～17 時 12,880 14,430 

夜間 18 時～21 時 30 分 16,340 18,300 

全日 9 時～21 時 30 分 32,680 36,600 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 2,610 2,930 

12 時～13 時 3,240 3,630 

17 時～18 時 4,400 4,920 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
4,920 5,510 
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瀬戸蔵（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

多目的ホール 

A、B、C 面 

午前 9 時～12 時 3,350 3,750 

午後 13 時～17 時 5,020 5,630 

夜間 18 時～21 時 30 分 6,390 7,150 

全日 9 時～21 時 30 分 12,780 14,310 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 1,040 1,170 

12 時～13 時 1,250 1,400 

17 時～18 時 1,670 1,870 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
1,880 2,110 

特別会議室 

午前 9 時～12 時 2,820 3,160 

午後 13 時～17 時 4,290 4,810 

夜間 18 時～21 時 30 分 5,340 5,980 

全日 9 時～21 時 30 分 10,790 12,080 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 830 930 

12 時～13 時 1,040 1,170 

17 時～18 時 1,460 1,640 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
1,570 1,760 

会議室１、２、３ 

午前 9 時～12 時 1,040 1,170 

午後 13 時～17 時 1,570 1,760 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,990 2,220 

全日 9 時～21 時 30 分 3,980 4,450 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 310 350 

12 時～13 時 410 460 

17 時～18 時 520 580 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
620 700 

会議室４、５ 

午前 9 時～12 時 1,460 1,640 

午後 13 時～17 時 2,200 2,460 

夜間 18 時～21 時 30 分 2,820 3,160 

全日 9 時～21 時 30 分 5,550 6,210 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 410 460 

12 時～13 時 520 580 

17 時～18 時 730 820 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
830 930 
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パルティせと市民交流センター 
施設の名称 現行額 見直し額 

第１会議室 

午前 9 時～12 時 1,460 1,640 

午後 13 時～17 時 2,200 2,460 

夜間 18 時～21 時 30 分 2,820 3,160 

全日 9 時～21 時 30 分 5,550 6,210 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 410 460 

12 時～13 時 520 580 

17 時～18 時 730 820 

21 時 30 分 

（1 時間につき） 
830 930 

第２会議室 

午前 9 時～12 時 1,360 1,520 

午後 13 時～17 時 2,090 2,340 

夜間 18 時～21 時 30 分 2,510 2,810 

全日 9 時～21 時 30 分 5,230 5,860 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 410 460 

12 時～13 時 520 580 

17 時～18 時 620 700 

21 時 30 分 

（1 時間につき） 
730 820 

大会議室 

午前 9 時～12 時 2,820 3,160 

午後 13 時～17 時 4,290 4,810 

夜間 18 時～21 時 30 分 5,340 5,980 

全日 9 時～21 時 30 分 10,790 12,080 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 830 930 

12 時～13 時 1,040 1,170 

17 時～18 時 1,360 1,520 

21 時 30 分 

（1 時間につき） 
1,570 1,760 

マルチメディア

ルーム 

午前 9 時～12 時 5,860 6,570 

午後 13 時～17 時 8,800 9,850 

夜間 18 時～21 時 30 分 11,100 12,430 

全日 9 時～21 時 30 分 22,310 24,990 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 1,780 1,990 

12 時～13 時 2,200 2,460 

17 時～18 時 3,030 3,400 

21 時 30 分 

（1 時間につき） 
3,350 3,750 
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パルティせと市民交流センター（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

第１、２学習室 

午前 9 時～12 時 2,300 2,580 

午後 13 時～17 時 3,450 3,870 

夜間 18 時～21 時 30 分 4,400 4,920 

全日 9 時～21 時 30 分 8,800 9,850 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 730 820 

12 時～13 時 830 930 

17 時～18 時 1,150 1,290 

21 時 30 分 

（1 時間につき） 
1,360 1,520 

アリーナ 

午前 9 時～12 時 10,260 11,490 

午後 13 時～17 時 15,400 17,240 

夜間 18 時～21 時 30 分 19,480 21,820 

全日 9 時～21 時 30 分 38,970 43,640 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 3,030 3,400 

12 時～13 時 3,770 4,220 

17 時～18 時 5,230 5,860 

21 時 30 分 

（1 時間につき） 
5,860 6,570 

フィットネスジム 1 回 210 270 

 

文化ホール・文化センター 
施設の名称 現行額 見直し額 

文化ホール 

催物準備等のた

め使用する場合 

平日 

午前 9 時～12 時 7,700 8,620 

午後 13 時～17 時 11,550 12,930 

夜間 18 時～21 時 30 分 14,630 16,380 

全日 9 時～21 時 30 分 29,260 32,770 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 2,640 2,950 

12 時～13 時 3,300 3,690 

17 時～18 時 3,630 4,060 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
5,390 6,030 

土、 

日、 

祝日 

午前 9 時～12 時 10,780 12,070 

午後 13 時～17 時 16,170 18,110 

夜間 18 時～21 時 30 分 20,570 23,030 

全日 9 時～21 時 30 分 41,140 46,070 
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文化ホール・文化センター（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

文化ホール 

催物準備等のた

め使用する場合 

（続き） 

土、 

日、 

祝日 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 3,740 4,180 

12 時～13 時 4,620 5,170 

17 時～18 時 5,170 5,790 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
7,590 8,500 

文化ホール 

その他の場合 

平日 

午前 9 時～12 時 25,740 28,820 

午後 13 時～17 時 38,610 43,240 

夜間 18 時～21 時 30 分 48,840 54,700 

全日 9 時～21 時 30 分 97,790 109,520 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 － － 

12 時～13 時 11,110 12,440 

17 時～18 時 12,540 14,040 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
18,040 20,200 

土、 

日、 

祝日 

午前 9 時～12 時 35,970 40,280 

午後 13 時～17 時 54,010 60,490 

夜間 18 時～21 時 30 分 68,200 76,380 

全日 9 時～21 時 30 分 136,400 152,760 

繰上・ 

延長時間 

8 時 30 分～9 時 － － 

12 時～13 時 15,510 17,370 

17 時～18 時 17,600 19,710 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
25,300 28,330 

文化ホール 

楽屋第１号 

午前 9 時～12 時 1,210 1,350 

午後 13 時～17 時 1,870 2,090 

夜間 18 時～21 時 30 分 2,420 2,710 

全日 9 時～21 時 30 分 4,840 5,420 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 440 490 

12 時～13 時 440 490 

17 時～18 時 550 610 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
880 980 

文化ホール 

楽屋第２号 

午前 9 時～12 時 550 610 

午後 13 時～17 時 990 1,100 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,210 1,350 

全日 9 時～21 時 30 分 2,530 2,830 
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文化ホール・文化センター（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

文化ホール 

楽屋第２号 

（続き） 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 220 240 

12 時～13 時 220 240 

17 時～18 時 330 360 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
440 490 

文化ホール 

楽屋第３、４号 

午前 9 時～12 時 990 1,100 

午後 13 時～17 時 1,540 1,720 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,870 2,090 

全日 9 時～21 時 30 分 3,850 4,310 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 330 360 

12 時～13 時 330 360 

17 時～18 時 440 490 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
770 860 

文化ホール 

第１リハーサル

室  

午前 9 時～12 時 2,090 2,340 

午後 13 時～17 時 3,300 3,690 

夜間 18 時～21 時 30 分 4,070 4,550 

全日 9 時～21 時 30 分 8,140 9,110 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 770 860 

12 時～13 時 880 980 

17 時～18 時 990 1,100 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
1,540 1,720 

文化ホール 

第２リハーサル

室 

午前 9 時～12 時 990 1,100 

午後 13 時～17 時 1,540 1,720 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,870 2,090 

全日 9 時～21 時 30 分 3,850 4,310 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 330 360 

12 時～13 時 330 360 

17 時～18 時 440 490 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
770 860 

文化ホール 

第３リハーサル

室 

午前 9 時～12 時 550 610 

午後 13 時～17 時 990 1,100 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,210 1,350 

全日 9 時～21 時 30 分 2,530 2,830 
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文化ホール・文化センター（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

文化ホール 

第３リハーサル

室 

（続き） 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 220 240 

12 時～13 時 220 240 

17 時～18 時 330 360 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
440 490 

文化交流館 

第１１会議室  

午前 9 時～12 時 1,210 1,350 

午後 13 時～17 時 1,650 1,840 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,870 2,090 

全日 9 時～21 時 30 分 4,290 4,800 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 330 360 

12 時～13 時 440 490 

17 時～18 時 440 490 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
770 860 

文化交流館 

第１２会議室  

午前 9 時～12 時 1,760 1,970 

午後 13 時～17 時 2,530 2,830 

夜間 18 時～21 時 30 分 2,860 3,200 

全日 9 時～21 時 30 分 6,490 7,260 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 440 490 

12 時～13 時 770 860 

17 時～18 時 770 860 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
990 1,100 

文化交流館 

第１３会議室  

午前 9 時～12 時 1,210 1,350 

午後 13 時～17 時 1,650 1,840 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,870 2,090 

全日 9 時～21 時 30 分 4,290 4,800 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 330 360 

12 時～13 時 440 490 

17 時～18 時 440 490 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
770 860 

文化交流館 

第２１会議室  

午前 9 時～12 時 1,540 1,720 

午後 13 時～17 時 2,200 2,460 

夜間 18 時～21 時 30 分 2,530 2,830 

全日 9 時～21 時 30 分 5,610 6,280 
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文化ホール・文化センター（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

文化交流館 

第２１会議室 

（続き） 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 440 490 

12 時～13 時 550 610 

17 時～18 時 770 860 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
990 1,100 

文化交流館 

第２２会議室  

午前 9 時～12 時 3,520 3,940 

午後 13 時～17 時 4,730 5,290 

夜間 18 時～21 時 30 分 5,500 6,160 

全日 9 時～21 時 30 分 12,430 13,920 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 990 1,100 

12 時～13 時 1,540 1,720 

17 時～18 時 1,540 1,720 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
1,980 2,210 

文化交流館 

第３１会議室  

午前 9 時～12 時 5,500 6,160 

午後 13 時～17 時 7,260 8,130 

夜間 18 時～21 時 30 分 8,580 9,600 

全日 9 時～21 時 30 分 19,360 21,680 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 1,540 1,720 

12 時～13 時 2,420 2,710 

17 時～18 時 2,420 2,710 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
3,190 3,570 

文化交流館 

第３２会議室  

午前 9 時～12 時 880 980 

午後 13 時～17 時 1,320 1,470 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,650 1,840 

全日 9 時～21 時 30 分 3,300 3,690 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 220 240 

12 時～13 時 330 360 

17 時～18 時 440 490 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
550 610 

文化交流館 

会議室 和室 

午前 9 時～12 時 2,530 2,830 

午後 13 時～17 時 3,850 4,310 

夜間 18 時～21 時 30 分 4,840 5,420 

全日 9 時～21 時 30 分 9,680 10,840 
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文化ホール・文化センター（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

文化交流館 

会議室 和室 

（続き） 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 880 980 

12 時～13 時 990 1,100 

17 時～18 時 1,210 1,350 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
1,760 1,970 

文化交流館 

ギャラリー 

午前 9 時～12 時 1,210 1,350 

午後 13 時～17 時 1,650 1,840 

夜間 18 時～21 時 30 分 1,870 2,090 

全日 9 時～21 時 30 分 4,290 4,800 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 330 360 

12 時～13 時 440 490 

17 時～18 時 440 490 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
770 860 

文化交流館 

茶室 

午前 9 時～12 時 1,760 1,970 

午後 13 時～17 時 2,640 2,950 

夜間 18 時～21 時 30 分 3,410 3,810 

全日 9 時～21 時 30 分 6,930 7,760 

繰上・延長時間 

8 時 30 分～9 時 550 610 

12 時～13 時 770 860 

17 時～18 時 880 980 

21 時 30 分以降 

(1 時間につき) 
1,210 1,350 

 

新世紀工芸館 
施設の名称 現行額 見直し額 

ギャラリー１ 1 日につき 10 時～18 時 620 940 

ギャラリー２ 1 日につき 10 時～18 時 3,870 5,810 

ギャラリー３ 1 日につき 10 時～18 時 3,350 5,020 

ギャラリー４ 1 日につき 10 時～18 時 1,670 2,510 

ギャラリー５ 1 日につき 10 時～18 時 6,910 10,370 
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スポーツ施設 
施設の名称 現行額 見直し額 

窯神グラウンド、

陶祖グラウンド

及び 

南ヶ丘運動広場 

1 月から 3 月まで、 

11 月及び 12 月 

6 時～9 時 550 820 

9 時～12 時 1,650 2,470 

12 時～15 時 1,650 2,470 

15 時～18 時 550 820 

4 月から 10 月まで 

6 時～9 時 820 1,230 

9 時～12 時 1,650 2,470 

12 時～15 時 1,650 2,470 

15 時～18 時 1,650 2,470 

北グラウンド 

1 月から 3 月まで、 

11 月及び 12 月 

6 時～9 時 880 1,320 

9 時～12 時 2,640 3,960 

12 時～15 時 2,640 3,960 

15 時～18 時 880 1,320 

4 月から 10 月まで 

6 時～9 時 1,320 1,980 

9 時～12 時 2,640 3,960 

12 時～15 時 2,640 3,960 

15 時～18 時 2,640 3,960 

南公園 

グラウンド 

1 月から 3 月まで、 

11 月及び 12 月 

6 時～9 時 880 1,320 

9 時～12 時 2,640 3,960 

12 時～15 時 2,640 3,960 

15 時～18 時 880 1,320 

4 月から 10 月まで 

6 時～9 時 1,320 1,980 

9 時～12 時 2,640 3,960 

12 時～15 時 2,640 3,960 

15 時～18 時 2,640 3,960 

18 時～21 時 2,640 3,960 

市民公園 

野球場 

1 月から 3 月まで、 

11 月及び 12 月 

6 時～9 時 1,100 1,650 

9 時～12 時 3,300 4,950 

12 時～15 時 3,300 4,950 

15 時～18 時 1,100 1,650 

18 時～21 時 1,100 1,650 

4 月から 10 月まで 

6 時～9 時 1,650 2,470 

9 時～12 時 3,300 4,950 

12 時～15 時 3,300 4,950 

15 時～18 時 3,300 4,950 

18 時～21 時 3,300 4,950 
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スポーツ施設（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

北テニスコート、

市民公園 A テニ

スコート、市民公

園 B テニスコー

ト及び南ヶ丘テ

ニスコート 

1 面につき 

7 時～9 時 440 660 

9 時～11 時 440 660 

11 時～13 時 440 660 

13 時～15 時 440 660 

15 時～17 時 440 660 

17 時～19 時 440 660 

19 時～21 時 440 660 

市民公園プール 
個人使用 

1 人 1 回につき 

一般 220 330 

高校生 110 160 

小学生及び中学

生 
50 100 

市民公園 

武道館 

剣道場 

1 面につき 

9 時～12 時 1,100 1,650 

12 時～15 時 1,100 1,650 

15 時～18 時 1,100 1,650 

18 時～21 時 1,100 1,650 

個人使用 1

人 1 回 

につき 

9 時～12 時 160 210 

12 時～15 時 160 210 

15 時～18 時 160 210 

18 時～21 時 160 210 

柔道場 

1 面につき 

9 時～12 時 1,100 1,650 

12 時～15 時 1,100 1,650 

15 時～18 時 1,100 1,650 

18 時～21 時 1,100 1,650 

個人使用 

1 人 1 回 

につき 

9 時～12 時 160 210 

12 時～15 時 160 210 

15 時～18 時 160 210 

18 時～21 時 160 210 

市民公園 

弓道場 

個人使用 

1 人 1 回につき 

9 時～12 時 110 140 

12 時～15 時 110 140 

15 時～18 時 110 140 

18 時～21 時 160 210 

個人使用 

（回数券 11 枚綴り） 

9 時～12 時 1,100 1,400 

12 時～15 時 1,100 1,400 

15 時～18 時 1,100 1,400 

18 時～21 時 1,600 2,100 
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スポーツ施設（続き） 

施設の名称 現行額 見直し額 

市民公園 

弓道場 

（続き） 

専用使用 

9 時～12 時 2,200 3,300 

12 時～15 時 2,200 3,300 

15 時～18 時 2,200 3,300 

18 時～21 時 3,300 4,950 

市民公園 

陸上競技場 

トラック

使用 

団体使用 9 時～21 時 1,100 1,650 

個人使用 

１人１回につき 
9 時～21 時 110 140 

個人使用 

（回数券 11 枚綴） 
9 時～21 時 1,100 1,400 

フィー

ルド使

用 

全面 

9 時～12 時 6,930 9,000 

12 時～15 時 6,930 9,000 

15 時～18 時 6,930 9,000 

18 時～21 時 6,930 9,000 

半面 

9 時～12 時 3,470 4,500 

12 時～15 時 3,470 4,500 

15 時～18 時 3,470 4,500 

18 時～21 時 3,470 4,500 

専用使用 

9 時～12 時 7,260 10,890 

12 時～15 時 7,260 10,890 

15 時～18 時 7,260 10,890 

18 時～21 時 7,260 10,890 

体育館 

及び 

第二体育館 

第 1 競技場 

9 時～11 時 2,200 4,290 

11 時～13 時 2,200 4,290 

13 時～15 時 2,200 4,290 

15 時～17 時 2,200 4,290 

17 時～19 時 4,400 6,710 

19 時～21 時 4,400 6,710 

第 2 競技場 

9 時～11 時 1,100 1,650 

11 時～13 時 1,100 1,650 

13 時～15 時 1,100 1,650 

15 時～17 時 1,100 1,650 

17 時～19 時 2,200 2,860 

19 時～21 時 2,200 2,860 
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スポーツ施設（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

体育館 

及び 

第二体育館 

（続き） 

第 3 競技場 

9 時～11 時 1,760 2,140 

11 時～13 時 1,760 2,140 

13 時～15 時 1,760 2,140 

15 時～17 時 1,760 2,140 

17 時～19 時 3,520 4,080 

19 時～21 時 3,520 4,080 

会議室 1 室につき 

9 時～11 時 550 820 

11 時～13 時 550 820 

13 時～15 時 550 820 

15 時～17 時 550 820 

17 時～19 時 1,100 1,370 

19 時～21 時 1,100 1,370 

バスケッ

トボール

コート 

1 面につき 

9 時～11 時 1,430 2,140 

11 時～13 時 1,430 2,140 

13 時～15 時 1,430 2,140 

15 時～17 時 1,430 2,140 

17 時～19 時 2,750 4,080 

19 時～21 時 2,750 4,080 

バレーボ

ールコー

ト 

1 面につき 

9 時～11 時 1,110 1,660 

11 時～13 時 1,110 1,660 

13 時～15 時 1,110 1,660 

15 時～17 時 1,110 1,660 

17 時～19 時 1,890 2,450 

19 時～21 時 1,890 2,450 

バドミント

ンコート 
1 面につき 

9 時～11 時 650 970 

11 時～13 時 650 970 

13 時～15 時 650 970 

15 時～17 時 650 970 

17 時～19 時 930 1,250 

19 時～21 時 930 1,250 

卓球台 1 台につき 

9 時～11 時 330 490 

11 時～13 時 330 490 

13 時～15 時 330 490 

15 時～17 時 330 490 

17 時～19 時 550 710 

19 時～21 時 550 710 
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スポーツ施設（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

体育館及び 

第二体育館 

（続き） 

トレーニ

ングルー

ム 

1 人 1 回につき 9 時～21 時 110 140 

1 人 1 月につき 9 時～21 時 1,650 2,140 

南ヶ丘野球場 

1 月から 3 月まで、 

11 月及び 12 月 

6 時～9 時 1,100 1,650 

9 時～12 時 3,300 4,950 

12 時～15 時 3,300 4,950 

15 時～18 時 1,100 1,650 

4 月から 10 月まで 

6 時～9 時 1,650 2,470 

9 時～12 時 3,300 4,950 

12 時～15 時 3,300 4,950 

15 時～18 時 3,300 4,950 

 

定光寺野外活動センター 
施設の名称 現行額 見直し額 

キャンプ場 

団体 

テント場 1 張 1 回につき 440 660 

炊飯場 1 人 1 回につき 110 160 

営火場 1 人 1 回につき 50 80 

一般 

テント場 1 張 1 回につき 880 1,320 

炊飯場 1 人 1 回につき 220 330 

営火場 1 人 1 回につき 110 160 

集会室 

団体 
第 1、２、３、４

集会室 

9 時～13 時 550 820 

13 時～17 時 550 820 

17 時～21 時 550 820 

21 時～翌日 9 時 550 820 

一般 
第 1、２、３、４

集会室 

9 時～13 時 1,100 1,650 

13 時～17 時 1,100 1,650 

17 時～21 時 1,100 1,650 

21 時～翌日 9 時 1,100 1,650 

会議室 

団体 

9 時～13 時 550 820 

13 時～17 時 550 820 

17 時～21 時 550 820 

一般 

9 時～13 時 1,100 1,650 

13 時～17 時 1,100 1,650 

17 時～21 時 1,100 1,650 
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定光寺野外活動センター（続き） 
施設の名称 現行額 見直し額 

研修室 

団体 

研修室 1、２、

３ 

身障者室 

9 時～13 時 550 820 

13 時～17 時 550 820 

17 時～21 時 550 820 

21 時～翌日 9 時 550 820 

一般 

研修室 1、２、

３ 

身障者室 

9 時～13 時 1,100 1,650 

13 時～17 時 1,100 1,650 

17 時～21 時 1,100 1,650 

21 時～翌日 9 時 1,100 1,650 

浴室 
団体 1 人 1 回につき 50 80 

一般 1 人 1 回につき 110 160 

炊飯室 
団体 1 人 3 時間につき 110 160 

一般 1 人 3 時間につき 220 330 

食堂 
団体 1 人 3 時間につき 50 80 

一般 1 人 3 時間につき 110 160 

 


